
　住宅のバリアフリー、省エネ、耐震改修工事を行ったときは、固定資産税の減額制度があります。
※減額を受けるためには、改修が完了した日から３カ月以内に申告する必要があります。
　この減額制度は、家屋の固定資産税のみに適用されます（都市計画税、土地の固定資産税は適用外）。
　詳しい減額制度の要件や申告の方法については、問い合わせてください。

知っていますか　固定資産税の減額制度

工事の
種類 工事の内容 金額 その他

減額制度を受けるための要件

バリア
フリー
改修

※１ 工事が完了した年の翌年の１月１日時点の年齢
※２　断熱改修工事に係る費用が60万円超、または断熱改修工事にかかる費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高

効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
※３　工事した住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は

２年間減額の対象になります。２年目の減額割合は、長期優良住宅の認定の有無に関わらず２分の１です。

①減額される税額
②期間　
③床面積

◇新築された日から10年以上
経過した住宅であること

◇居住者が次のいずれかに当て
はまること
•65歳以上の人※１
•要介護または要支援の認定
を受けている人
•障がいのある人
◇改修後の住宅の床面積が
50㎡以上280㎡以下である
こと　など

◇平成26年４月１日以前から
存在する住宅であること

◇改修後の住宅の床面積が
50㎡以上280㎡以下である
こと　など

昭和57年１月１日以前から
存在する住宅であること　など

①固定資産税額の
３分の１（長期
優良住宅の認定
を受けた場合は
３分の２）
②工事完了の翌年
度１年間
③120㎡まで

①固定資産税額の
３分の１
②工事完了の翌年度
１年間

③100㎡まで

①固定資産税額の
２分の１（長期
優良住宅の認定
を受けた場合は
３分の２）

②工事完了の翌年
度１年間※３

③120㎡まで

◇廊下の拡幅
◇階段のこう配の緩和
◇浴室改良
◇便所改良
◇手すりの設置
◇屋内の段差の解消
◇引き戸への取り換え
◇滑りにくい床材への取り換え

省エネ
改修

◇窓の断熱工事（必須）
◇床、天井、壁の断熱工事（窓
の断熱工事と同時に行うも
ののみ）
◇改修部位をいずれも現行の
省エネ基準に適合させる工
事（必須）

耐震
改修

現行の耐震基準に適合させる
工事（コンクリートや鉄筋で
基礎の幅を厚くする　など）

工事費用の
合計が50万
円を超える
もの

補助金など
を除く工事
費用の合計
が50万円を
超えるもの

補助金など
を除く工事
費用の合計
が60万円を
超えるもの
※２
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が
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す
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●
届
出
期
間

◆
市
外
か
ら
の
転
入
届
の
場
合

◇
新
住
所
に
住
み
始
め
て
か
ら
14
日
以
内

◇
転
入
予
定
日
か
ら
30
日
以
内

※
前
述
し
た
届
出
期
間
内
に
転
入
届
を
し

た
場
合
で
も
、
届
出
日
か
ら
90
日
以
内

に
継
続
利
用
の
手
続
き
を
し
な
け
れ

ば
、
カ
ー
ド
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
再
発
行

は
、
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

◆
市
内
で
の
転
居
届
の
場
合

　
期
限
無
し

●
受
付
時
間

◆
市
役
所

◇
月
〜
金
曜
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午
前
８
時
半
〜
午
後

５
時
◇
第
２
・
４
土
曜
日
　
午
前
９

時
半
〜
午
後
０
時
半

◆
地
域
行
政
セ
ン
タ
ー

◇
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
毎
月
第
３
火
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
そ

の
次
の
平
日
）、
年
末
年
始
・
第
３
土

曜
日
の
翌
日
曜
日
は
除
く
　

●
必
要
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も
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◆
本
人
の
場
合

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
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ド
◇
暗
証
番
号

◆
同
一
世
帯
の
人
の
場
合

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
◇
暗
証
番
号

（
数
字
４
桁
）◇
届
出
人
の
本
人
確
認

書
類

◆
同
一
世
帯
以
外
の
人
の
場
合

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
◇
暗
証
番
号

（
数
字
４
桁
、
封
筒
に
入
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を
し
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も
の
）◇
届
出
人
の
本
人
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認
書
類
◇

委
任
状

※
本
人
以
外
の
人
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、
転
入
、
転
居
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と

は
別
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に
手
続
き
す
る
場
合
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、
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書
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回
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送
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し
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す
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、
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●
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用
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（
英
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６
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文
字
の
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号
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更
新

　
転
入
、
転
居
し
た
場
合
、
署
名
用
電

子
証
明
書
を
更
新
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
手
続
き
は
、
原
則
本
人
し
か
で
き

ま
せ
ん
が
、
次
の
条
件
を
全
て
満
た
す

場
合
は
代
理
人
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
。

◇
転
入
、
転
居
届
と
併
せ
て
、
同
一
世

帯
員
ま
た
は
法
定
代
理
人
が
手
続
き

す
る
。

◇
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
本

人
か
ら
の
委
任
状
（
ま
た
は
数
字
４

桁
の
暗
証
番
号
）、
署
名
用
電
子
証

転
入
・
転
居
し
た
人
へ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き
は
し
ま
し
た
か

明
書
の
暗
証
番
号
を
記
載
し
た
書
類

（
封
筒
に
入
れ
封
を
し
た
も
の
）
を

持
っ
て
き
て
い
る
。

●
留
意
事
項

◆
暗
証
番
号
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
原

則
本
人
が
手
続
き
す
る
こ
と
で
再
設
定

で
き
ま
す
。

◇
必
要
な
も
の
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
お
よ
び
本
人
確
認
書
類
１
点
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
以
外
の
も
の
）

※
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合
は
、
照
会

書
兼
回
答
書
が
必
要
で
す
。
事
前
に
送

付
し
ま
す
の
で
、
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
記
載
事

項
変
更
は
不
要

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
は
令
和

２
年
に
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
記
載
事
項

変
更
は
不
要
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通

知
カ
ー
ド
に
、
現
在
の
氏
名
と
住
所
の

記
載
が
あ
れ

ば
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
証

明
す
る
書
類

と
し
て
利
用

で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
受
付
・
サ
ー
ビ

ス
担
当
　  

☎（
５
８
０
）１
８
４
２ ▲通知カード（表面）

※
令
和
7
年
の
割
合
で
す
。

※
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
割
合
は
年
２・4
％
で
す
。

L
I
N
E
で
納
期
限
の
お
知
ら
せ
を
発
信
中

　
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、
友
だ
ち
追

加
後
に
「
受
信
設
定
」
で
通
知
を
希
望
す

る
税
目
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
が
便
利

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
し
込
め
ま
す
。

※
一
部
対
応
し
て
い
な
い
金
融
機
関
が
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
納
付
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
相
談
担
当

☎（
5
8
0
）1
9
7
5

◇
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
5
8
0
）1
8
3
2

6
月
30
日
㈪
が

納
期
限
で
す

◇
市
県
民
税
（
第
１
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
期
）

◇
介
護
保
険
料
（
第
１
期
）年

８．７％

延
滞
金
は

●申し込みと問い合わせ先　市税課固定資産税担当　☎（580)1829
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